
 

富山県立大学大学院看護学研究科長期履修に関する規程 

令和５年４月１日制定  

（趣旨） 

第１条 この規程は、富山県立大学大学院学則（以下「大学院学則」という。）第７

条の２第２項の規定に基づき、看護学研究科の学生が標準修業年限を超えて一

定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し修了すること（以下「長期履修」

という。）について必要な事項を定めるものとする。 

 

（対象） 

第２条 長期履修の申請をすることができる者は、次の各号の一に該当する者とす

る。 

(1) 職業を有している者 

(2) 介護・育児等に従事している者 

(3) その他やむを得ない事情のある者 

 

（長期履修の期間） 

第３条 長期履修が認められる期間（以下「長期履修期間」という。）は、博士前

期課程においては３年、博士後期課程においては４年とし、入学時から開始す

る。 

２ 前項の期間を許可された者（以下「長期履修学生」という。）の在学年限は、

博士前期課程においては大学院学則第７条第２項、博士後期課程においては同

条第３項に規定する在学年限を超えることはできない。 

３ 休学期間は、長期履修期間に算入しない。 

 

（申請手続） 

第４条 長期履修を希望する者は、次の各号に定める期日までに、様式第１号によ

り学長に申請しなければならない。申請期間は、４月１日から９月 30 日までを

前期とし 10 月１日から翌年３月 31 日までを後期とする半期単位で長期履修期

間を設定しなければならない。ただし、残りの履修期間が半年以下の者は申請

できないものとする。 

(1) 入学時から希望する者 

合格した選抜試験の入学手続き期限又は選抜試験実施年度において学長が

別に定める日のいずれか遅い日 

(2) 入学後に希望する者 

学長が別に定める日 



 

２ 前項の申請には、申請の理由が確認できる書面を添付するとともに、主研究指

導教員の意見を付さなければならない。書面の添付ができない場合は、その旨

及び理由を明示しなければならない。 

 

 

（許可） 

第５条 学長は、前条の申請に対しては、看護学研究科委員会の議を経て、許可す

ることができる。 

 

（長期履修の変更） 

第６条 長期履修学生が、その許可された長期履修の変更を希望する場合は、様式

第２号により、あらかじめ主研究指導教員の意見を付して、学長が別に定める

日までに申請しなければならない。 

２ 長期履修の変更は、在学中１回限りとする。ただし、残りの長期履修期間が 

半年以下の者は申請できないものとする。 

３ 学長は、第１項の申請に対しては、看護学研究科委員会の議を経て、許可する

ことができる。 

 

（教育課程の編成） 

第７条 長期履修学生に限定した教育課程の編成は行わないものとする。ただし、

授業科目の履修方法は弾力的に運用するものとする。 

 

（長期履修学生の授業料の徴収） 

第８条 在学期間が標準修業年限に達するまでの間は、公立大学法人富山県立大学

授業料等に関する規程（以下「授業料等に関する規程」という。）に基づき授業

料を徴収し、在学期間が標準修業年限を超えた後の長期履修期間については、

授業料等に関する規程第２条第１項の規定にかかわらず免除する。 

２ 前項の規定にかかわらず、授業料を徴収する期において、授業料等に関する規

程第２条第４項の規定に基づく年額に標準修業年限を乗じて得た額から、すで

に納入済の授業料を差し引いて得た額（以下「差額」という。）が、授業料等に

関する規程第３条第１項の規定に基づき算定した授業料の額に満たない場合

は、その差額については免除しない。 

３ 長期履修期間が終了した後の授業料は、授業料等に関する規程に基づき授業料

を徴収する。 

４ 授業料等に関する規程第８条第２項の規定は、前期又は後期の中途において長

期履修期間が終了する学生から徴収する授業料について準用する。この場合に

おいて「前期又は後期の途中において休学した場合」とあるのは「前期又は後

期の途中において長期履修期間が終了した場合」と読み替えるものとし、「休学

した日の属する期分の授業料を納付するもの」とあるのは「長期履修期間が終



 

了した日の翌日の属する期分の授業料を納付するもの」と読み替えるものとす

る。 

 

 

 

（許可の取消し） 

第９条 長期履修に関し虚偽の申請をしたことが判明したときは、学長は、看護学

研究科委員会の議を経て、長期履修の許可を取り消すことができる。 

 

（その他） 

第 10 条 この規程に定めるもののほか、長期履修に関し必要な事項は、看護学研

究科委員会の議を経て、学長が別に定める。 

 

附 則  

この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

 

  附 則 

この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第１号（第４条関係） 

年  月  日 

 富山県立大学長 殿 

 

□博士前期課程 

□研究コース □専門看護師コース 

□博士後期課程 

（該当する項目の□をチェックしてください。） 

氏名              ○印  

 

長期履修申請書 

 

 富山県立大学大学院看護学研究科長期履修に関する規程第４条に基づき、下

記のとおり申請します。 

学籍番号 
（受験番号）※ 

 入学年度       年度 

長期履修申請期間 年 月 日から  年 月 日まで（ 年 月） 

申請理由（該当する項目の□をチェックしてください。） 

□（１）職業を有している。（在職証明書を添付してください。） 

□（２）介護・育児等に従事している。 

□（３）その他やむを得ない事情がある。 

※（２）及び（３）については、下記に事由を具体的に記入してください。 

 

 

 

 

長期履修計画 

 

 

 

 

 

主研究指導教員意見 

 

 

 

 

主研究指導教員           ○印             

※入学時から長期履修を希望する場合、受験番号を記入してください。 



 

様式第２号（第６条関係） 

年  月  日 

 富山県立大学長 殿 

□博士前期課程 
□研究コース □専門看護師コース 

□博士後期課程 
（該当する項目の□をチェックしてください。） 

氏名              ○印  

 

長期履修の変更申請書 

 

 富山県立大学大学院看護学研究科長期履修に関する規程第６条に基づき、下

記のとおり長期履修の変更を申請します。 

学籍番号  入学年度       年度 

許可済みの履修期間 年 月 日から    年 月 日 

変更後の履修期間 年 月 日から    年 月 日 

変更の理由 

 

 

 

 

 

 

変更後の履修計画 

 

 

 

 

 

 

主研究指導教員意見 

 

 

 

 

 

 

主研究指導教員           ○印             

 


